
ゾーン位置及び本質的価値を構成する要素区域の保存管理・活用の基本方針

●自然的要素 ◎：歴史的・文化的要素 ○公園的要素 ◇その他要素

本質的価値を構成する要素地形・地割 地形 ●山地（瑜伽山）地割等 ◎境内地（瑜伽神社、天神社） 〇園地（荒池園地）水系 流れ 〇水路（荒池園地）池 ●○荒池植栽・植生 植栽 ○園地の植栽樹木（松、桜） ○池畔の植栽樹木（柳） 〇園地の芝植生 ●瑜伽山一帯の樹林建築物・工作物 建築物 －工作物 ◎瑜伽神社参道、天神社参道遺跡・遺構 礎石等 ◎土塀跡埋蔵遺構 ◎周知の埋蔵文化財包蔵地（奈良町遺跡、瑜伽山城跡）動物（奈良のシカを除く） －行催事の場の形成 －その他本質的価値を構成する要素と密接に関わる要素 ◎碑（万葉歌碑）関係する法制度等 ・歴史的風土特別保存地区 ・第１種風致地区・歴史拠点景観区域（奈良市景観計画）

Ⅱ．高畑町裁判所跡地の価値の整理

個別要素の保存管理・活用の主な考え方自然的要素に関わる考え方自然的要素に関わる考え方自然的要素に関わる考え方自然的要素に関わる考え方・ 瑜伽山一帯は、鷺池・荒池の背景となる風致林として、その地形及び植生の適切な保全を図る。・ 荒池の適切な水環境（水質及び水量、生態系）の保全・再生を図る。歴史的歴史的歴史的歴史的・・・・文化的要素に関わる考え方文化的要素に関わる考え方文化的要素に関わる考え方文化的要素に関わる考え方・ 瑜伽山の樹林地と一体となる瑜伽神社境内及び天神社境内の景観を保全する。・ 地下に埋蔵される遺構（奈良町遺跡・瑜伽山城跡）やその他の遺構（荒池園地の土塀跡等の表出する組積等）は、当時の歴史を伝える要素として現状の保存を図る。公園的要素に関わる考え方公園的要素に関わる考え方公園的要素に関わる考え方公園的要素に関わる考え方・ 園地の景観を特徴づける松、桜、柳等の植栽樹木および、芝地の適切な維持管理を図るとともに、公園の風致に配慮した整備・活用を図る。

名勝指定当初の区域である瑜伽神社および天神社境内地景観ならび

に瑜伽山と一体となる景観形成のための適切な保全を図るとともに、

浅茅ヶ原と一体となり奈良公園の水辺景観を形成する荒池一帯の質

の高い風致景観の保全を図る。

１．名勝奈良公園としての本質的価値１．名勝奈良公園としての本質的価値１．名勝奈良公園としての本質的価値１．名勝奈良公園としての本質的価値

（１）荒池・瑜伽山ゾーン（１）荒池・瑜伽山ゾーン（１）荒池・瑜伽山ゾーン（１）荒池・瑜伽山ゾーン －－－－ 「名勝奈良公園保存管理・活用計画」（平成「名勝奈良公園保存管理・活用計画」（平成「名勝奈良公園保存管理・活用計画」（平成「名勝奈良公園保存管理・活用計画」（平成23232323年年年年3333月）月）月）月）
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4高畑町裁判所跡地は、名勝奈良公園に追加指定された当時、山口家南都別邸として、日本を代表する実業家と芸術家の茶の湯文化を通じた交流の場であった。

Ⅱ．高畑町裁判所跡地の価値の整理

１．名勝奈良公園としての本質的価値１．名勝奈良公園としての本質的価値１．名勝奈良公園としての本質的価値１．名勝奈良公園としての本質的価値

（２）成り立ち（２）成り立ち（２）成り立ち（２）成り立ち

大正１５年：名勝仮指定、昭和２年：名勝追加指定【当該地の名勝追加指定文】名勝奈良公園浅茅ヶ原及瑜伽山瑜伽神社、村社天満神社等ノ風致林ニ接續シ荒池、鷺原池等ニ臨ミ風景絶佳ノ地ニシテ名勝地トシテ保存ノ要アル地トス



名勝指定以前名勝指定以前名勝指定以前名勝指定以前

名勝指定以降名勝指定以降名勝指定以降名勝指定以降

■室町～江戸初期：興福寺子院松林院

・ 高畑町裁判所跡地の南半分の敷地を、

興福寺子院松林院として利用

■昭和期：裁判所跡地

・ 昭和２６年、最高裁判所

が所有

■大正期：山口家南都別邸

・ 大正１５年、敷地全域を

山口家が所有

■現況

・ 平成１７年、奈良県

が所有

Ⅱ．高畑町裁判所跡地の価値の整理

１．名勝奈良公園としての本質的価値１．名勝奈良公園としての本質的価値１．名勝奈良公園としての本質的価値１．名勝奈良公園としての本質的価値

（３）土地利用の変遷（３）土地利用の変遷（３）土地利用の変遷（３）土地利用の変遷
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松林院敷地

大正１５年：名勝仮指定 昭和２年：名勝追加指定

当初、山口家が所有していた敷地
大正15年、山口家が敷地を所有



Ⅱ．高畑町裁判所跡地の価値の整理

２．発掘調査結果２．発掘調査結果２．発掘調査結果２．発掘調査結果

（１）発掘調査結果（１）発掘調査結果（１）発掘調査結果（１）発掘調査結果

④② ③ ⑦

⑧①
⑥ ⑤ ⑨

① ⑥ ④⑤ ⑨③
⑧

② ⑦
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・ 南区のトレンチ設定範囲

のほぼ全体で、興福寺子院

の松林院が建立された室町

時代の遺構が多数検出され

た。

・ 北区の中央付近から東側

のトレンチ設定範囲では遺

構が検出されたが、西側の

トレンチ設定範囲では遺構

が検出されなかった。

・ 本調査は、新たな整備に

伴う発掘調査として実施し

たものであり、松林院跡の

全容解明を目的に実施した

ものではない。

南区南区南区南区

北区北区北区北区


